
 

 

仕 様 書 

 

１． 概要 

（１）対象建物  堺市クリーンセンター東工場（以下「東工場」とする。） 

堺市立のびやか健康館（以下「のびやか健康館」とする。） 

（２）需要場所  堺市東区石原町１丁１０２番地（東工場） 

堺市北区金岡町２７６０番１（のびやか健康館） 

（３）業種および用途 廃棄物処理施設、スポーツ施設 

（４）現電力契約業者 関西電力株式会社 

 

２． 仕様 

（１） 電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等 

ア 電気方式          交流３相３線式 

イ 標準電圧          ７０，０００V 

ウ 計量電圧          ７０，０００V 

エ 標準周波数         ６０Hz 

オ 受電方式          ２回線受電 

カ 発電設備          別紙１のとおり 

（２） 契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力        別紙１のとおり 

イ 予定使用電力量     別紙１のとおり 

           （令和８年４月１日０時００分から令和９年３月３１日２４時００分 

までの使用量見込み） 

      （ａ）各月の電力使用実績（最大需要電力、使用電力量） 別紙２のとおり 

      （ｂ）各月の電力使用計画および季節の電力使用計画（最大需要電力、使用電力量） 

 別紙３のとおり 

      （ｃ）使用電力量は、東工場の運転状況（事故等含む）により予定使用量を上回る又は下

回ることがある。また、東工場の運転状況（事故等含む）により電力使用計画が無

い月でも使用することや反対に電力使用計画がある月でも使用しないことがある。 

（３） 契約使用期間 

令和８年４月１日０時００分から令和９年３月３１日２４時００分まで 

（４） 需給地点 

東工場の特高受電室内の７０，０００ボルト地中電線路立上り電らん終端箱（２ケ所）

とする。 

（５） 電気工作物の財産責任分界点 

需給地点と同じとする。ただし、取引用計量装置は、一般送配電事業者の所有とする。 

（６） 保安上の財産責任分界点 

電気工作物の財産責任分界点に同じ 



 

 

（７） 検針日および計量 

検針日は毎月１日とする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。 

（計量は、検針日における計量器の読みによるものとする。） 

（８） 料金の算定期間 

料金の算定期間は、前月の検針日の０時から当該月の検針日の前日の２４時までの期間

とする。 

（９） 料金制度 

料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することが

できるものとする。 

（１０） 力率 

      ア 受注者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うこ

とができるものとする。 

なお、力率割引及び力率割増しを行う場合は、受注者が定める約款の規定によるもの

とする。 

      イ 契約期間における予定平均力率は、１００％とする。 

（１１） 燃料費調整 

         受注者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費の

調整を行うことができるものとする。 

         なお、燃料費の調整を行う場合は、受注者が定める約款の規定によるものとする。 

（１２） 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金 

        再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は、当該地

域を管轄する一般電気事業者が定める約款によるものとする。 

（１３） 市場価格調整 

受注者は、市場価格の変動による毎月の市場調達における価格変動を電気料金へ反映

する市場価格調整を行うことができるものとする。 

なお、市場価格調整は、平均市場価格と基準市場価格の差額及び調整係数に基づき行

うものとし、受注者が定める約款の規定によるものとする。 

（１４） データの提出（Ｗｅｂでの確認も可とする） 

      ア 受注者は、当該月の代金を請求するとともに、内訳書明細データ（契約種別ごとの電

力量料金、使用電力量等）を提出すること。内訳書明細データの様式は発注者との協

議により決定すること。 

      イ 受注者は、当該月の翌月に、３０分デマンドデータを提出すること。３０分デマンド

データの様式は発注者との協議により決定すること。 

（１５） 東工場とのびやか健康館の電気系統のつながりは別紙４のとおりである。 

（１６） その他 

この仕様書に定めなき事項については、双方の協議によりこれを定めるものとする。 

  



 

 

暴力団等の排除について 

 

１．入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止 

（１）受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表に掲

げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購入契約その他

の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）としてはならない。 

（２）これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の解除を

求めることができる。 

 

２．再委託契約等の締結について 

 受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契約約款に準じた

暴力団排除条項を加えることとする。 

 

３．誓約書の提出について 

（１）受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の

誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約の場合、もしくは受注者が国

若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合はこの限りでない。 

（２）受注者は、再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定す

る暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、本市へ提出しなければならない。 

（３）受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。 

 

４．不当介入に対する措置 

（１）受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利することと

なるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）

を受けたときは、直ちに本市に報告し、警察に届け出なければならない。 

（２）受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに本市

に報告し、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 

（３）本市は、受注者が本市に対し、（１）及び（２）に定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排

除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

（４）本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発

生するおそれがあると認めるときは、受注者が（１）に定める報告及び届け出又は（２）に定める報

告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。 

 



別紙１

340kW

550kW

予定使用電力量

175,780kWh

138,410kWh

340kW 0kWh

3,100kW 714,570kWh

東工場

のびやか健康館

特別高圧電力B

特別高圧自家発補給
電力A

特別高圧予備電力
（予備線）

特別高圧自家発補給
電力B

東工場

施　　　　設　　　　名 契約電力

発電設備

施　　　　設　　　　名 発　　　　電　　　　設　　　　備

蒸気タービン発電機
　　原動機の種類：抽気復水形蒸気タービン
　　発電機の種類：同期発電機
　　電圧：6.6kV
　　定格出力：12,600kW

ガスタービン発電機
　　原動機の種類：ガスタービン
　　発電機の種類：同期発電機
　　電圧：6.6kV
　　定格出力：4,100kW

契　　約　　種　　別

契約電力、予定使用電力量

※蒸気タービン発電機は常時運転で共通停止期間（令和8年度は10月から11月にかけて、14日間程度を
予定）のみ停止。ガスタービンは事故等の緊急時のみ運転

東工場の発電設備により供給され
る電力以外で使用する電力

契約内容

東工場の発電設備の検査、補修ま
たは事故により生じた不足電力の
補給にあてられる電力

常時供給設備等の補修または事故
により生じた不足電力の補給で、予
備電線路により供給される電力

東工場の発電設備の検査、補修ま
たは事故により生じた不足電力の
補給にあてられる電力



別紙２

5月

8月

0 0
0 0

0 66,931
0 0
0 0

2月
3月

12月

9月

7月

40

0
0

夏季 その他季 定期補修 その他

0 0

88,031

0 0
20 0
0 8,160

0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
1月 0 0 0

10月 0 29,365 0
11月 0 131,270 0

1,894
1,866
0
0

0 0 0

0
0 0 52,591

0 0
12,920 0

各月の電力使用実績（最大需要電力、使用電力量）

使用年度 使用月

213,226301,257

0
0 0 00 0

令和6年度

4月 0 0

6月 0 0

0 0 0

合計

特別高圧電力B(kWh)

20
37,525
198,201

0
0
0
0

1.東工場

2.のびやか健康館

使用年度 使用月
最大需要電
力(kW)

使用電力量
(kWh)

特別高圧自家発補給
電力A(kWh)

定期補修 その他

特別高圧予備
電力
(kWh)

特別高圧自家発補給
電力B(kWh)

使用電力量内訳

使用電力量
(kWh)

0
0
0

65,511
0

最大需要電
力(kW)

0
0
0

2,362
0

7月 454 7,689 0 7,689

令和6年度

4月 0 0 0 0
5月 0 0 0 0
6月 0 0 0 0

8月 0 0 0 0
9月 0 0 0 0

0

10月 452 7,235 0 7,235
11月 474 53,799 0 53,799

合計 68,723 68,723

使用電力量内訳

2月 0 0 0 0
3月 0 0 0 0

12月 0 0 0 0
1月 0 0 0



別紙３

夏季 その他季 定期補修 その他

100 96,000 0 16,320 0 79,680
- 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0
100 96,000 16,320 0 0 79,680
- 0 0 0 0 0
100 74,550 12,580 0 0 61,970
100 150,800 0 32,640 118,160 0
100 377,000 0 81,600 295,400 0
- 0 0 0 0 0
100 96,000 0 16,320 0 79,680
- 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0

890,350

2.のびやか健康館

定期補修 その他

100 14,400 0 14,400
- 0 0 0
- 0 0 0
100 14,400 0 14,400
- 0 0 0
100 8,410 0 8,410
100 24,800 0 24,800
100 62,000 0 62,000
- 0 0 0
100 14,400 0 14,400
- 0 0 0
- 0 0 0

138,410

※10、11月の共通停止期間のみ電力使用予定。10、11月以外の電力使用量は機器トラブル等を想定した値。

令和9年1月

0

0
令和8年4月 0

力率
(%)

合計

令和8年12月

令和8年8月
令和8年9月

令和8年4月
令和8年5月

各月の電力使用計画および季節の電力使用計画（使用電力量）

1.東工場

使用電力量内訳

特別高圧予備
電力
(kWh)

力率
(%)

使用電力量
(kWh)

特別高圧電力B(kWh)使用月

令和8年5月

特別高圧自家発補給
電力B(kWh)

0

令和8年10月
令和8年11月

使用電力量
(kWh)

使用月

令和8年12月
令和9年1月
令和9年2月
令和9年3月

令和8年6月
令和8年7月

令和8年6月
0
0

令和8年7月

138,410

特別高圧自家発補給
電力A(kWh)

0

0
0

0
0
0

令和8年8月
令和8年9月
令和8年10月
令和8年11月

合計

令和9年2月
令和9年3月

714,570175,780

使用電力量内訳

0



別紙４ 

東工場とのびやか健康館の電気系統のつながりについて 

 

 

 
金田Ｓ／Ｓ 

堺市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東工場 

堺市立のびやか健康館 

Ｇ 

余熱施設利用 場内利用 

Ｌ(kWh) Ｘ(kWh) 

Ｐ(kWh) 

６.６ｋＶ ６.６ｋＶ 

７７ｋＶ 

Ｍ(kWh) 

余剰(kWh) Ｖ(kWh) 

常時(予備) ： 340ｋＷ 
自家発補給 ：3,100ｋＷ 
契約最大電力：3,440ｋＷ 

自家発補給 ：550ｋＷ 
契約最大電力：550ｋＷ 

計量ＤＭ 

（東工場用） 

・東工場とのびやか健康館は別契約だが、

のびやか健康館への送電に関しては東

工場を経由して6.6kVで送られている。 

のびやか健康館用 

計量メータ 

供給地点特定番号 

 東工場：06-1012-4000-0444-0001-0000 

 のびやか健康館：06-1012-4000-0672-0001-0000 


